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堀
町
政
３
期
目
に

あ
た
り
具
体
的
に
、

当
町
を
ど
の
よ
う
な
町
に

し
た
い
の
で
す
か
。

回
答

行
財
政
全
般
を
見

直
し
な
が
ら
、
こ

ど
も
園
の
統
合
、
ス
マ
ー

ト
IC
周
辺
の
土
地
利
用
見

直
し
と
企
業
誘
致
等
を
進

め
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

人
口
減
少
に
伴
い
今
後
の

自
治
体
運
営
は
厳
し
さ
を

増
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
国
か
ら
の
方
向
性

を
も
と
に
当
町
が
ど
う
あ

る
べ
き
か
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。（
町
長
）

質
問

行
財
政
改
革
へ
の

具
体
的
な
取
り
組

み
は
。

回
答

行
財
政
の
健
全
化

に
向
け
、
諸
事
業
、

諸
経
費
の
見
直
し
な
ど
を

随
時
進
め
て
き
ま
し
た
。

９
月
頃
に
は
大
筋
を
取
り

ま
と
め
、
強
い
危
機
感
、

信
念
を
持
ち
行
財
政
改
革

を
断
行
し
て
い
き
ま
す
。

な
お
消
費
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
い
、
施
設
の
使
用

料
等
は
見
直
し
を
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。（
副

町
長
）

質
問

ス
マ
ー
ト
IC
を
核

と
し
た
周
辺
の
土

地
利
用
計
画
に
係
る
作
業

の
内
容
と
今
後
の
計
画
は
。

回
答
６
月
28
日
に
地
区

計
画
の
決
定
告
示
、

令
和
２
年
度
に
市
街
化
区

域
に
編
入
、
用
地
取
得
の

質
問

質
問

Q U E S T I O N
回
答

A N S W E R

小
お

川
がわ

 文
ふみ

雄
お

手
続
き
に
入
り
、
そ
の
後

造
成
事
業
に
着
手
し
て
い

く
予
定
で
す
。
面
積
は
約

38 

ha
。
町
長
が
陣
頭
に

立
ち
、
優
良
企
業
の
誘
致

に
も
精
力
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。（
企
画
調
整

課
長
）

質
問

中
須
地
区
内
に
道

路
幅
員
の
関
係
で

住
宅
が
建
て
ら
れ
な
い
市

街
化
区
域
が
存
在
し
ま
す

が
な
ぜ
で
す
か
。

回
答

確
か
に
道
路
の
幅

員
等
の
関
係
で
家

屋
が
建
て
ら
れ
な
い
市
街

化
区
域
が
あ
り
ま
す
。
現

状
の
把
握
を
最
優
先
に
実

施
し
、
関
係
者
の
方
と
も

合
意
形
成
を
図
り
な
が
ら
、

計
画
的
、
効
率
的
な
道
路

整
備
を
検
討
し
て
い
き
ま

す
。（
建
設
課
長
）

質
問

当
町
に
は
２
０
０

戸
を
超
え
る
空
き

家
が
あ
り
ま
す
。
移
住
・

定
住
促
進
の
観
点
に
立
っ

て
、
空
き
家
の
利
用
促
進
、

例
え
ば
、
借
家
、
シ
ェ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
ウ
ス
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
、
古
民
家
カ
フ
ェ
な
ど

の
活
用
を
考
え
て
は
。

回
答

危
険
な
空
き
家
の

所
有
者
に
家
屋
等

を
適
正
に
管
理
す
る
よ
う

個
別
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
県
の
補
助
制
度
を

活
用
し
な
が
ら
、
補
助
内

容
等
を
検
討
し
ま
す
。（
総

務
課
長
）

質
問

ゴ
ル
フ
場
訴
訟
の

進
み
具
合
は
。

回
答

顧
問
弁
護
士
や
地

権
者
の
皆
さ
ん
と

協
議
し
、
最
善
の
方
向
に

向
か
う
よ
う
、
最
大
限
努

力
し
て
い
き
ま
す
。
８
月

に
は
、
裁
判
所
で
の
尋
問

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
副
町
長
）

質
問

情
報
公
開
や
審
査

請
求
等
の
件
数
が

非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
実
態
と
今
後

の
対
応
は
。

回
答

現
状
に
つ
い
て
は

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
の

ここが聞きたい

　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
誰
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

法
律
や
条
例
に
基
づ
き
適

正
に
対
応
し
て
き
ま
し
た

が
、
昨
今
の
状
況
の
変
化

に
対
応
す
る
た
め
、
条
例

改
正
等
も
視
野
に
入
れ
な

が
ら
検
討
し
た
い
と
思
い

ま
す
。（
総
務
課
長
）　

質
問

行
政
担
当
者
が
直

接
町
民
と
語
り
合

う
機
会
、
例
え
ば
「
行
政

懇
談
会
」
の
開
催
を
要
望

し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

第
五
次
総
合
計
画

の
中
で
「
住
民
参

加
の
促
進
」
を
施
策
の
大

綱
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
開

催
に
向
け
て
前
向
き
に
検

討
し
ま
す
。（
副
町
長
）

堀
町
政
３
期
目
の
取
り
組

み
は

喫
緊
の
課
題
を
克
服
し
将
来

の
自
治
体
運
営
を
見
定
め
た

い

[

町　

長]

回
答
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